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2025 年度民法第１問・解答例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

第１ Ｂの請求 
１ ＢのＣに対する甲の引渡請求の根拠は、所有権に基づく返還請求権で
ある。 

２ 本請求が認められるためには、①Ｂが甲を所有しており、かつ、②Ｃ
が甲を占有していることが要件となる。 

  Ｂは、２０２４年９月１日、Ａから甲を買った（①充足）。Ｃは、現
在に至るまで、甲を占有している（②充足）。 

３ したがって、Ｂの請求には理由があるように思える。 
第２ Ｃの反論 
１⑴ Ｃは、自身も甲をＡから購入していると反論すると考えられるが、

民法（以下、法令名省略）１７８条との関係でこの反論は認められる
か。 

 ⑵ １７８条の趣旨は、引渡しという公示方法をもって動産取引の安全
と第三者の信頼保護を図る点にある。 

   占有改定（１８３条）であっても現実の所持者への照会によって公
示機能は達せられ得るし、無用の手間を省くことでむしろ取引安全に
資することから、１７８条にいう「引渡し」には占有改定による引渡
しも含まれると考えるべきである。 

   さらに、上記趣旨からすれば、同条にいう「第三者」とは、当事者
及びその包括承継人以外の者であって、引渡しの欠缺を主張する正当
な利益を有する者をいうと考えるべきである。 

 ⑶ Ｃは、ＡやＢの包括承継人ではなく、２０２４年９月１０日に甲を

Ａから買い受けている。したがって、ＢとＣは、Ａから二重に甲の所
有権の譲渡を受けたことになり、所有権を相争う関係にある。そのた
め、Ｃは、相手方の引渡しの欠缺を主張する正当な利益を有するとい
え、１７８条の「第三者」に該当する。 

   Ｂは、同月１日に上記Ａとの甲の売買契約に基づいて、Ａから占有
改定の方法により甲の引渡しを受け、Ｃは同月１０日に上記Ａとの甲
の売買契約に基づいて、Ａから占有改定の方法により甲の引渡しを受
けた。 

   したがって、Ｂが先に引渡しを受けたといえ、１７８条の適用によ
り、Ｂの譲渡が優先するため、Ｃは自己の甲の所有権の承継取得をＢ
に対抗できない。 

 ⑷ よって、Ｃのこの反論は認められない。 
２⑴ 次にＣは、即時取得（１９２条）によって甲の所有権を原始取得し

たと反論すると考えられるが、この反論は認められるか。 
 ⑵ Ｃは、上記のとおり、Ａとの間で２０２４年９月１０日に甲の売買

契約を締結しており、「取引行為」があったといえる。 
 ⑶ そして、即時取得の成立要件のうち、「平穏」、「公然」、及び「善

意」に占有を始めたことについては、１８６条１項によって推定を受
ける。また、「過失がない」ことについては、１８８条により、前主
の占有が適法な権原に基づくことが推定される結果、それを信頼して
前主と取引をすることもまた過失がないと推定される。 

   本件のＣも、同日の売買契約に基づき、Ａから占有改定により引渡
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   本件では、同年１０月１日の時点において、Ｃは、Ａから、Ｃより
先にＢが甲を買い受けたことを聞いていたため、前主であるＡが甲の
所有者であったことに疑いが生じたといえる。 

   したがって、Ｃの「善意」の推定を覆す事実が認められ、Ｃは悪意
であったといえる。 

 ⑹ よって、同年１０月１日の時点においても、Ｃに即時取得は成立し
ないため、Ｃのこの反論は認められない。 

第３ 結論 
 以上より、Ｃの反論に理由がないため、Ｂの請求が認められる。 

以 上 
 

しを受けているところ、この時点では上記推定を覆す事実はない。 
 ⑷ア では、占有改定による占有取得は１９２条にいう「占有を始め

た」に当たるか。 
  イ 即時取得は、動産取引の動的安全を重視する制度であるものの、

即時取得が認められることによって反射的に真の権利者の静的安全
が害されることもまた確かである。したがって、即時取得が成立す
るために必要な引渡しは、上記１７８条の場合よりも厳格なものが
要求されると考えるべきである。 

    そこで、即時取得が成立するためには、一般外観上従来の占有状
態に変更が生じる態様の占有取得が必要となると考える。 

  ウ 占有改定の場合、占有状態の変更が観念的なものにとどまるた
め、一般外観上従来の占有状態に変更が生じたとはいえない。した
がって、即時取得が成立するために必要な引渡しとは認められな
い。 

  エ ゆえに、２０２４年９月１０日の時点で、Ｃは「占有を始めた」
とはいえない。 

    そして、Ｃは、同年１０月１日、甲の売買契約に基づき、Ａから
甲の現実の引渡し（１８２条１項）を受けたときに「占有を始め
た」といえる。 

 ⑸ ここで、１９２条にいう「善意」とは、即時取得が前主の占有に対
する信頼保護の制度であることに鑑み、前主の権利を信頼することを
いい、前主の権利を疑っていた場合は悪意になると考える。 
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